
はじめに 

 日本ではようやく自殺者が減少し始めたのに、

なぜ若者の自殺が増えているのか。その背景を

社会•経済•心理の３つの側面で分析し、今後の

課題を提起する。 

 

Ⅰ自殺の現状、特に若者たちの自殺の現状 

1999年に比べ2014年の20～30歳代の自殺率が

増加している。欧米諸国は減少傾向にあるのに

対し日本の若者たちの自殺率はこの20年間で第

一位になるほど増加している。 

 「失われた28年」の矛盾が若者たちの生き方に

凝縮されているといえないだろうか。若者の自殺

率の増加には様々な要因が考えられる。まず、

雇用・労働問題では、新卒至上主義、新卒一括

採用方式・新卒者にしか開かない正社員の門

戸・キャリアアップのチャンス・中途採用は超即戦
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力主義、やり直しの効かない社会などの要因が

就活自殺へつながる危険性がある。加えてブ

ラック企業の蔓延、企業の収益減少と人手不

足、求められる戦力とのミスマッチ、一人当たりの

仕事量の増加、そしてモラルハラスメントが過労

自殺、過労死を招く職場環境要因となる。事実、

厚労省統計による2018年の自殺者数の中で、増

える若者の自殺に関して以下の報告がなされて

いる。 

○労災認定事案の分析（平成22年１月から平成

27年３月までに認定された脳・心臓疾患、精神

障害事案を分析） 

 ・ 精神障害事案について、20代から30代の若

い世代が多い（30件中、20代11件、30代８件、

40代７件、50代４件） 。 特に自殺事案では全

て20代（４件全て20代（広告業２件、放送業２

件）） 。 

 ・ 業種別では、広告業、放送業が多く

（精神障害30件中、広告業17件、放送業

8件）、職種別では、営業、メディア制作、

デザ イナーが多い（精神障害30件中、営

業６件、メディア制作５件、デザイナー４

件）。 

 ・ その発症に関与したと考えられるストレ

ス要因は、長時間労働に関連するものが

多く（精神障害30件中、極度の長時間労

働７件、恒常的な長時間労働18件）、その

他、仕事の量・質の変化や上司とのトラ

ブルに関するものも多い（精神障害30件

中、仕 事内容の変化11件、2週間以上

の 連 続 勤務 ５ 件、上司 と の トラ ブル ５

件）。 

※ 広告業、出版業、新聞業、放送業を

対象。 

 

Ⅱ 自殺の社会的・経済的・心理的背景 

 図に示されるように1990年から25年の

間に、非正規雇用の労働者が2倍以上
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増加し2千万人を超えている。15歳から24歳の若

者では、2.5倍に増加し、若者の半数が非正規

雇用という不十分な雇用状況に置かれている。 

 かつての日本は学業を終えた若者たちを極め

てスムーズに就業させるシステムを持った社会

だった。しかし、バブル崩壊後は社会の外縁に

留まる若者はあとをたたず、2015年、フリーター

500万人、ニート100万人を突破した。“右肩下が

り”の日本の若者たちの未来は明るくない。輝い

ている眼差しが若者から消えた。働いているのに

貧困層に属するワーキングプアが、2007年時点

で推計641万人に上ることが、厚労省研究班の

調査で分かった。現役世代（20～64歳）の男性

労働者の9.85％、女性労働者の13.39％が該

当、深刻な雇用環境が裏付けられた。いずれも

04年時点の推計値より悪化しており貧困層は確

実に増加。こうした雇用環境の悪化を、さらに加

速したのが「派遣法」である。1985年に従来禁止

されていた派遣事業に関し専門的な業務のみを

対象に許可する「労働者派遣法」が成立した。さ

らにバブル崩壊と2008年のリーマンショックで、

正社員の雇用抑制が強まり、2015年「改正派遣

労働者法」が施行された。完全失業率を増加さ

せまいとする経営方策の所産であることは想像

に難くないが、その結果、若者の間に差別と分

断を生み、未来を一層暗くしている事実を見なく

てはいけない。一人当たりのGDP世界25位の日

本は、バブル崩壊前9位、その後2位に、しかし

リーマンショック後18位に、現在25位に転落。確

実に日本経済は下降•低迷し、もはや先進国で

はない。それは、退職後の年金制度についても

現れており、マーサーは、「世界34か国の年金制

度で評価最高はオランダ、北欧・豪州が上位

に、日本は29位」と指摘し、「日本の制度の改善

につなげるためには、家計貯蓄額の増加、

年金給付額の引き上げに伴い所得代替率

の改善、退職給付の年金形式での受給を

促す制約の導入などの検討が必要と」指

摘している。青少年から高齢者まで幸せな

日本人は果たしてどれくらいいるのだろう

か。 

 国連は2018年3月14日、2018年版の「世

界幸福度ランキング」を発表したが、日本

は54位で、最貧国ウルグアイ29位に遥か
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に及ばない。老後の年金も下がり幸福度も低い

日本の現実は、生きづらい国になっている。 

 こうしたこの国の史上最悪の社会経済状況と同

時に、忘れてならないのは青年期が統合失調

症、うつ病など（いずれも自殺の危険性の高い精

神疾患）の好発年代ということである。精神疾患

の早期発見・早期治療が自殺予防の上で重要

である。実際に就活が上手くいかず、ハラスメント

などによりうつ病を発症し、休学・退学・留年5，6)

の他に、自殺をする若者も少なくない。 

 

Ⅲ 若者たちの自殺予防のために 

 では、自殺の危険がある若者たちへの支援は

どのように行われているのか？まず、第一に自殺

の危険徴候を知ることである。 

 具体的には、① これまでに関心のあった事柄

に対して興味を失う。② いつもならできる課題

が達成できない。③ 夜眠れない。④ 不安やイ

ライラが増し、落ち着かない。⑤身だしなみを気

にしなくなる。といった兆候が自殺の危険サイン

である。 

 自殺のサインをもう少し詳しく述べると、1) 仕事

を続ける自信がない 2) 遠くへ行きたい 3) 突然

の辞表の提出 4) 自殺の手段を考えるなどであ

る。 

 そして、自殺したいと打ち明けられた職場の上

司や家族は、①生と死の間で揺れ動いているこ

とを理解し、話をそらさず、時間をかけて聴く ②

安易な激励や批判をせず、十分訴えを聞いて

「貴方はこの世でかけがえのない唯一無二の存

在」だから「決して自殺してはいけない」と断言す

る ③すみやかに保健師、産業医、精神科医に

つなぐ面談に際して「うつ病は『怠

け』や『甘え』ではなく、休養を要す

る病である」と明言する。 

 

<若者たちの自殺予防のために> 

 若者が希望の持てる社会を再構

築することが最大の課題ではない

か。家庭では一家団欒を取り戻し、

学歴偏重の価値観を保護者が捨

て、個を尊重する人間観を持つこ

と。教育現場では「差別選別教育」

を改め、ダイバーシティを尊重し、

一個の人間存在それ自体に価値があるという思

想に基づく全人格的発達を目指す教育を取り戻

すこと。職場では派遣労働法を全廃し残業禁止

法、ハラスメント防止法、雇用促進法等に基づい

て、障がいの有無に関わらず完全参加と平等を

実現出来る文化を形成することである。 

 いうまでもなく、国の将来は人材育成＝若者の

希望にかかっているが、人口減社会に突入した

この国では上記のことが喫緊の課題と云えるだ

ろう。過労死防止学会としては、とりわけ働く若者

の自殺予防に焦点を当てなくてはいけない。既

に第三回過労死防止学会で、川人は、電通事

件の教訓から次のような防止策を提言している。 

①入社１年目から「即戦力」として「ノルマ」を設

定する等の厳しい労務管理を改めゆとりある研

修期間を設定。 

②新人の労働時間管理、健康管理体制に特段

の配慮。 

③新人に対するハラスメント対策を徹底し年次に

よる支配関係を改めるなど古き悪しき慣行をなく

す。 

④退職・転職を困難にしている条件を改革。 学

校（教官）推薦による就職は精神的呪縛となり、

退職・転職を困難にする一因 となっており何ら

かの改善策を。 

⑤学校教育における過労死啓蒙活動、法教育

活動を質量とも拡大 

 電通事件は働く若者の自殺の象徴的判例では

あるが、この国の勤労青年の過労自殺の氷山の

一角である。学歴や職場が一流であろうとなかろ

うと、一人の若者の自殺は、遺族に深い傷を残

すことに変わりはない。 
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 福沢諭吉は「天は人の上に人を造らず人の下

に人を造らずとは、人間はすべて平等であって、

身分の上下、貴賎、家柄、職業などで差別され

るべきではない」（学問のすすめ）と述べた。モー

リス・パンゲは「自死の日本史」（1986年）で、「日

本の自殺死亡率は60年代、先進工業国の中で

も非常に低い数字を維持していた。・・根底から

再構築すべきは生に結びついた価値」と結んで

いる。セバスチャン・ルシュバリエは「日本資本主

義の大転換」（2015年）で、「福祉改革によって日

本の若者に希望を与えることが出来る。・・日本

資本主義の将来は（成長モデル、脱産業化、グ

ローバリゼーション、福祉レジーム）の４つへの対

応にかかっている。これらのことは、新しい社会

的和解を建設し、経済を再調整するための条件

である」と論じた。モーリス・パンゲやル・シュバリ

エらの仏蘭西の碩学の指摘を待つまでもなく、

半世紀前の若者には希望があった。21世紀の若

者は最悪の危機的状況に置かれているといって

も過言ではない。「1970年を境にこの国から青春

も終焉した」という穿った見方もある（三浦雅士

「青春の終焉」2001年）。かつての血気盛んな若

者達はいまや高齢者になってしまったが、老骨

に鞭打って生ある限り若者に希望を語り続ける

必要がある。  

 マーチン・ルーサーキング牧師は「今日も明日

もいろいろな困難や挫折に直面しているが、そ

れでもなお 私には夢がある」と語った。 過労死

防止学会について一部では、「単に過労自殺や

過労死を減らす」といった誤解があるようだ。過

労死や過労自殺のない社会とは、とりもなおさず

若者たちが希望を持って生きられるまともな社会

を目指しているのである。強欲資本主義の矛盾

を鋭く指摘し続け、本学会を立ち上げ、過労死

防止を実現する前に旅立たれた森岡孝二氏の

崇高な精神性と行動力に学ばなくてはいけな

い。 

 

まとめ 

 若者（特に大学生）のメンタルヘルス支援、遺

族・弁護士から依頼された過労自殺、ハラスメン

ト自殺の裁判意見書、統合失調症、うつ病、双

極性障害、思春期やせ症などによる自殺の自験

例などを踏まえ本報告を要約すると、以下のよう

になる。 

ⅰ） 自殺の現状、特に若者たちの自殺の現状に

ついては、年間3万人を超える大量自殺者は2万

人程度に減少しているものの、若者の自殺だけ

が増加傾向にあり、すでに大学生の自殺だけで

世界標準（人口10万人対10.5人）を超えている。 

ⅱ) 若者たちに自殺の社会的・経済的・心理的

背景には、雇用環境の悪化が第一に考えられ

る。長時間過重労働とそれに伴う睡眠不足4)そ

してハラスメントはその増悪要因である。過労自

殺とハラスメント自殺は予防可能

な自殺である。 

ⅲ）若者たちの自殺予防のため

に必要なことは、若者たちが未

来に希望を描けるような社会を

再生すること、自殺の危険性の

ある精神的危機にタイムリーな介

入をすること、精神疾患の早期

発見・早期治療を今以上に進め

ることなどである。いくつかの提

言1,4,5,6,7)は、残念ながら奏功して

いない。 
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ⅳ）過労死防止法、ハラスメント防止法の対極に

ある製造業派遣法（現代の奴隷制度）は、若者

たちを分断支配し孤立と不安を増悪させている

稀代の悪法であり、速やかに撤廃すべきである。  

ⅴ）若者たちの自殺予防は、精神発達を支援す

る人々、ひきこもりなどに取り組む人々などとも協

力して、もっともっと大きな枠組みでの取り組み

が不可欠である。中高生に関しては学校保健学

会、スクールカウンセラー、大学生に関しては全

国大学メンタルヘルス研究会などとの連携強化

も必要になるだろう。 

本報告の大半は既に指摘されたことが多い 8，

9,10)。新知見が乏しいのに特別シンポジウムで発

表するのは適切ではない。ベーシックサイエンス

とは異なり、自殺予防は、社会政策学、社会学、

経済学、医学保健学、労働学、人間学、文化

学、学校保健学、産業保健学などを総動員すべ

きであるし、極めて実践的な国家的課題である。

従って若者たちの自殺予防を実りあるものにす

るには、この国の現状を憂い危惧する心ある

人々の更なる連帯と実践が肝心である。 

 

＜追記＞ 

 2019年中国武漢で始まったcovid-19のパンデ

ミックは世界中で5千万人が罹患し死者は100万

人を超え、いまも終息の目処は立っていない。重

要な点は、covid-19のパンデミックで派遣切り、

内定取り消しなどが行われ失業者が増大して、

2020年7月から自殺者が昨年比でも確実に増え

ていることである。感染爆発→不況→解雇→自

殺という現象に対して適切な方策を講じていな

いこの国の政治と福祉では自殺予防は前進しな

いばかりか、焦燥と憤怒さえ感じさせる。 
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